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統計からみた横浜市の農業の地域的特徴

清 水 和 明

要旨：2015 年に制定された都市農業振興基本法は，都市の農地や農業に対するそれまでの施策や方針と
は大きく異なる方針が打ち出された。本稿では統計資料を用いて横浜市の農業の現状を整理した。都市部
への農産物供給の横浜市では野菜をはじめ果樹や花きなどの農業産出額の割合が多く，農産物の販売先は
JA への出荷に限らず，食品製造業・外食産業や消費者への直接販売など多様な種類がある。ただし，農
業を行う主体は個人経営が中心であり，法人格を有する団体経営は少数に留まっていることや，経営規模
が零細である。有機農業の実施や農業生産関連事業といった取り組みは少ないながらも各地で展開してい
る。都市住民の農地や農業に対する興味・関心が高まっている状況下において，農産物の供給という一面
だけでなく，農地や農業の維持を通した多面的機能の重要性を都市住民に提示していくことが都市近郊地
域の農業が持続する要因となる。横浜市内で実施されている各種の取り組みを継続的に進めていく必要が
ある。
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1．はじめに

　都市近郊の地域における農業は，市場との近接性により利益を得ている一方で，都市化への圧力に対
応するだけなく，営農環境を維持するために多くの課題を抱えている（ブライアント＆ジョンストン
2007）。日本では高度経済成長期を通した都市への人口増加にともなう住宅地需要を満たすために，農
地を積極的に住宅地に転用するための施策が行われ，この過程で都市部の農業の後退が起こった（暉峻
編 2003）。
　都市において農業が適切に維持されることは，農地を所有する農家や農業経営体といった農業に携わ
る主体にのみ何らかの便益がもたらされるわけではない。都市住民にとって，安らぎの空間やヒートア
イランドの緩和，防災機能といった市場において貨幣と交換することができない外部経済効果としての
多面的機能の恩恵を受けることが可能となる（高柳 2015）。住宅地開発に代表される都市農地に対する
開発圧力は，人口減少や高齢化が進む近年において低下しており，都市住民の農地や農業に対する興味
関心は高まっている（小林 2020）。
　2015 年に制定された都市農業振興基本法は，都市に存在する農地を都市環境に必要なものとして有
効活用し，その保全とともに管理を通して適正な振興策を講じていくことを目標にしている。これまで
の都市の農地や農業に対する政策側の位置づけが大きく転換している。こうした状況下において，都市
や都市近郊の地域で行われている農業は，農家をはじめとする農業経営体に関わらず，都市住民を含め
た様々な主体が連携して支えていくことが必要とされている（石原 2019）。
　このように，近年の都市近郊の農業を取り巻く状況が大きな転機を迎えている中で，農業に携わる主
体の特徴を把握することは，将来的な持続可能性を検討する上で重要な視座をもたらすと考える。そこ
で本稿では，横浜市における農業の現状とその地域的な特徴について統計資料を用いて明らかにするこ



図 1　全国と神奈川県農業産出額の構成（2020 年）

　注：「その他」は，麦類，雑穀，豆類，いも類，工芸農作物，その他作物，加工農産物の金額を合算したものである。
資料：農林水産省「生産農業所得統計」より作成。
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とを目的とする。2020 年の国勢調査によると，横浜市の人口は 377.6 万人であり，国内最大の人口を有
する自治体である。市独自の農地保全や農業振興の施策を長年にわたって進めている（江成 2017）。本
稿では「生産農業所得統計」と「農林業センサス」を利用し，横浜市内で農業に携わる主体の属性をは
じめ農産物の販売先や，彼らが行っている様々な取り組みの特徴について検討する。

2．横浜市の農業の概況

　農林水産省が公表した 2020 年の生産農業所得統計によると，神奈川県の農業産出額（1）は 659 億円で
あり，その内訳は耕種部門が 510 億円，畜産部門が 147 億円，加工分が 2 億円となっている。図 1 から
全国と神奈川県の農業産出額の構成をみると，全国では全体（8 兆 9,557 億円）の 36％（3 兆 2,279 億
円）が畜産（2）であり，野菜（2 兆 2,520 億円），米（1 兆 6,551 億円）の順になる。これに対して神奈川
県では，農業産出額のうち野菜が最も多く，全体の 52.4％ にあたる 345 億円であり，これに畜産（147
億円），花き（64 億円）が続く。とりわけ，花きの産出額の割合は野菜とともに全国と比べても多く，
都市近郊の園芸農業が今日においても持続していることがわかる。
　次に，図 2 から神奈川県内の市町村別にみた農業産出額（推計）（3）と部門別の構成を確認すると，県
内で最も多いのが横浜市の 121.3 億円であり，次いで三浦市の 92.6 億円となる。この上位 2 市とそれ以
外の地域では大きな差があり，産出額の内訳をみても畜産の割合が高い地域が多い。関東近郊の主要な
野菜産地の一つに数えられる三浦半島の地域と，横浜市の農業産出額はほぼ同じ規模になっている（4）。
横浜市と三浦半島の地域とも野菜生産出荷安定法の規定に基づくキャベツの指定産地として登録されて
いるが，横浜市は果樹や花き，畜産といった多様な農畜産物が生産されていることが農業産出額の結果
に反映されていると考えられる。神奈川県内における農業の担い手の現状と将来像の地域差を分析した
北畠ほか（2017）は，横浜市をはじめとする県東部は農家の平均年齢が低く，農業従事日数が 250 日以
上の後継者がいる農家割合が高い地域であると指摘している。
　農産物の販売先をみると，人口を多く抱える都市近郊の農業地域の特徴がより鮮明になる。図 3 から
農業経営体（5）における農産物の売上 1 位の出荷先をみると，三浦市をはじめ，湘南地域の平塚市や伊勢
原市，秦野市と，県央地域の厚木市や海老名市などが農協を主な出荷先としている。これに対して横浜
市をはじめ川崎市，相模原市，藤沢市，茅ヶ崎市などでは農協以外の出荷先が多く，川崎市では消費者
への直接販売を行う農業経営体が全体の過半数を占めている。横浜市に注目すると，消費者への直接販
売を主たる出荷先としている農業経営体が多く，これに食品製造業・外食産業が続く。また，農協を出



　注：「その他」は，麦類，雑穀，豆類，いも類，工芸農作物，その他作物，加工農産物の金額を合算したものである。
　　： 相模原市，小田原市，茅ヶ崎市，秦野市，厚木市，伊勢原市，海老名市，南足柄市，大磯町，開成町，湯河原町は，

「花き」の算出額が秘匿値であるため，数値を入力していない。
資料：農林水産省「生産農業所得統計」より作成。

図 2　神奈川県内の市町村別にみた農業産出額（推計）とその内訳（2020 年）

図 3　市町村別にみた農産物の売上 1 位の出荷先別経営体数（2020 年）
　注：逗子市と箱根町の経営体数は秘匿値となっているため算出していない。
資料：農林業センサスより作成。
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a　農業経営体数 b　経営規模別農業経営体数

図 4　横浜市内の農業の地域的特徴（2020 年）
　注：西区と南区は農業経営体数以外の数値が秘匿値であったため a）以外は数値不明として入力していない。中区は全ての

項目が「数値なし」であったため，数値を入力していない。
　　：d）の「その他」は，麦類策，工芸農作物，その他の作物，酪農を合算したものを指す。
資料：農林業センサスより作成。

c　農産物販売金額の規模別農業経営体数 d　農産物販売金額 1 位の部門別農業経営体数
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荷先とする経営体も一定数いることが確認できる。消費者に安定的に農産物を供給するといった都市近
郊の農業地域の役割を果たしつつも，様々な出荷先が存在することが農業経営の維持に影響を与えてい
ることが読み取れる。

3．横浜市の農業の地域的特徴

　周知のように，横浜市は地域ごとに卓越する土地利用が異なる。そのため「横浜市」という範囲では
一定程度の農業実績がみられるにせよ，実際に農業が行われている地域は限定される。そこで以下で
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は，横浜市内の各区における農業の特徴に関して基本的な情報を整理する。取り上げるのは 2020 年の
農林業センサスの結果である。なお，農林業センサスにおいて農業経営体数が「0」として掲載されて
いる中区と，秘匿値「x」として，具体的な数値が掲載されていない項目が多数存在する中区と南区に
ついては分析対象から除外している。
　2020 年の段階で横浜市には 1,931 の農業経営体がある。このうちの 97.3％ にあたる 1,879 経営体が個
人経営体（6）である。残りの 52 経営体が団体経営であり，そのうちの 48 経営体が株式会社をはじめとす
る法人経営体となる。図 4-a の各区における農業経営体数とその内訳についてみると，最も多いのが都
筑区の 265 経営体であり，泉区（247 経営体），港北区（215 経営体），緑区（214 経営体）の順とな
る。横浜市では 1968 年から市独自の農地保全施策である「横浜市農業専用地区制度」の取り組みを行
っており，現在 28 地区，1,071.5 ha が指定されている（7）。都筑区にはこのうちの 5 地区があり，港北区
と緑区にそれぞれ 3 地区，泉区に 2 地区がある。市の取り組みが地域内の営農環境の維持に役割を果た
し，農業を行う主体の維持に寄与していることが読み取れる。
　次に図 4-b から各区の経営規模別農業経営体数の内訳を確認する。横浜市全体では 0.5～1.0 ha の層
が最も多く，全農業経営体の 34.7％ に当たる 670 経営体がこの層にあてはまり，9 区（神奈川区，旭
区，港北区，緑区，青葉区，都筑区，戸塚区，泉区，瀬谷区）で最も多い層になる。鶴見区，港南区，
保土ヶ谷区，金沢区の 4 区では，0.3～0.5 ha の層が最多となり，磯子区と栄区は 0.3 ha 未満の層が最
も多い。小規模な個人経営体が市内の農業経営体で多数を占めている。その一方で，都市近郊の地域に
あっては経営規模が 1.0 ha を超えるような経営体は少数となる。戸塚区，泉区，瀬谷区は，1.0 ha～
2.0 ha の層が地域内で最も数が多い集団となっている。
　農産物販売金額別の経営体数（図 4-c）は，市全体では「100～300 万円」の層が最も多く，全体の
23.4％ にあたる 451 経営体がこの層に属する。「50 万円」の経営体（375 経営体），「50～100 万円」の
経営体（273 経営体）の順となっており，統計上では販売金額が少額の経営体が多いことがわかる。

「販売なし」の経営体も含めて農産物の販売金額が「100 万円未満」の経営体が半数を超えているのは 6
区（港北区，旭区，緑区，青葉区，都筑区，瀬谷区）である。これらはいずれも市内の中でも農業経営
体数が多い地域であり，港北区と都筑区は農産物販売金額が 1,000 万円を越える経営体も一定数みられ
る。多様な農業経営体を抱えている地域も存在していることがわかる。なお，神奈川区，戸塚区，泉区
の各区でも農産物販売金額が 1,000 万円を超える経営体がみられる。
　農産物販売金額が 1 位の部門別形態数（図 4-d）は，市全体と各区とも「露地野菜」が卓越してお
り，これに果樹類，花き・花木，施設野菜の順となるが，その順位は地域によって異なる。露地野菜に
次いで多いのが果樹類であるのは，旭区，緑区，青葉区，戸塚区，栄区，泉区，瀬谷区の 7 区であり，
花き・花木であるのは鶴見区，神奈川区，港北区，都筑区の 4 区となる。施設野菜の販売金額が多い経
営体は磯子区と金沢区にみられる。ここでも，都市近郊の農業地域の特徴である。なお，青葉区と緑区
では，稲作の販売額が 1 位である経営体が一定程度いる状況を確認できる。
　都市近郊の地域で農業を行う経営体は，消費者に農産物の購入を促すための様々な取り組みを行って
いる。図 5-a は有機農業（8）の取り組み状況を示したものであり，図 5-b は，農業生産関連事業の実施状
況を示したものである。有機農業を行っているのは横浜市内の経営体の 11.2％ にあたる 217 経営体と
なっており，全体に占める割合は取り立てて多いとはいえず，慣行栽培による農業生産が市内の農業生
産の多数派を占めている状況が確認できる。有機農業を行う経営体の割合が多いのは，農業経営体数が
少ない鶴見区である。地域内に残った経営体が様々な取り組みを行うことによって，農業の存続を図っ
ていることが推察される。
　図 5-b から農業生産関連事業を実施している農業経営体をみると，鶴見区を除けばすべての地域で
実施していない経営体が多数派を占める。とはいえ，有機農業を行う経営体よりも取り組む経営体数は



　注：中区は数値なし。西区と南区は秘匿値であったため，数値を入力していない。
資料：農林業センサスより作成。

図 5　農業経営体における各種取り組みを行う経営体数（2020 年）

a　有機農業の取り組み状況 b　農業生産関連事業の実施状況

　注：中区は数値なし。西区と南区は秘匿値であったため，数値を入力していない。
資料：農林業センサスより作成。

図 6　農業に関連した各種取り組みを行う経営体の事業種類別経営体数（2020 年）

a　有機農業を行う経営体の栽培品目の内訳 b　農業生産関連事業別の経営体数
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多く，市内経営体の 21.3％ に当たる 411 経営体が取り組んでいる。経営体数自体は少ないものの，鶴
見区では全経営体の半数以上が何らかの取り組みを行っている。農業生産関連事業の中身は後述する
が，有機農業の実施と比べて比較的容易にできる取り組みであると考えられるため，実践する農業経営
体が一定数いるものと推察される。
　図 6 は有機農業を行う経営体の栽培品目と，農業生産関連事業を行う経営体の具体的な事業内容を表
したものである。図 6-a から野菜産地としての性格を有する横浜市の特徴を反映しており，いずれの地



　注：中区は数値なし。西区と南区は秘匿値であったため，数値を入力していない。
　　：複数回答である。各区の農業経営体数より多い数値となっている。
資料：農林業センサスより作成。

図 7　農産物の出荷先別経営体数（2020 年）

　注：中区は数値なし，西区と南区は秘匿値であったため表中から除外している。
　　：複数回答の結果であるため，表中の回答数を合計すると各区の農業経営体数より多い数値となる。
　　：「その他」には「無人販売」などが含まれる。
資料：農林業センサスより作成。

表 1　消費者への「直接販売」を行っている経営体の主な販売方法

自営の農産物直売所 その他の農産物直売所 インターネット その他の方法

鶴見区 11 3 1 2
神奈川区 19 18 1 12
港南区 12 8 1 10

保土ヶ谷区 26 19 1 18
旭区 31 11 0 31

磯子区 8 4 0 14
金沢区 8 11 1 6
港北区 74 27 3 20
緑区 71 37 0 33

青葉区 67 20 2 32
都筑区 49 30 3 26
戸塚区 58 29 2 35
栄区 17 11 0 9
泉区 82 27 3 44

瀬谷区 40 10 1 20
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